
 

 

 

第 1 章 計画の策定背景及び推進体制 

                    

   １ 計画の策定背景 

 

 

   ２ 北海道健康増進計画と札幌圏域健康づくり事業行動計画の役割分担 

 

 

     ３ 北海道健康増進計画の推進体制  
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１ 計画の策定背景 

 

平成２５年 3 月に北海道健康増進計画「すこやか北海道２１」の目標を達成する

ための地域の行動計画として「札幌圏域健康づくり事業行動計画」を作成し、健康

づくりを推進してきました。  

 

北海道健康増進計画の中間評価に併せ、札幌圏域での健康づくりの取組状況を把

握し、北海道健康増進計画の「めざす姿（道の目標・指標・目標値）」を達成するた

め、地域課題に応じた具体的な取り組みや役割分担を明確化した、新たな行動計画

として策定することとなりました。  

 
 

 

         

 

                  

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             
 

                            

                             

    

 

                        

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             
                             

●道計画に即して、目標達成に向けた行動

計画としての位置づけ  

●地域課題への対応  

●具体的な取組・分担 (保健所、圏域の市

町村、関係機関、団体など) 

●各関係機関、団体の取組を補完、職種間

の連携の確保  

●社会経済の変化への対応  

 ・個人へのアプローチから社会環境の整備  

 ・家族、地域等の絆の再構築  

●科学技術の進歩を踏まえた効果的なアプローチ 

 ・地域、職域などを集団でセグメント化  

 ・一次予防に併せて重症化予防  
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２ 北海道健康増進計画と札幌圏域健康づくり事業行動計画の役割分担 

 

 道 計画 圏域 行動計画 

目

的 

生活習慣及び社会環境の改善を通じて、子

どもから高齢者まで全ての道民が共に支え

合いながら希望や生きがいを持ち、ライフス

テージに応じて、健やかで心豊かに生活でき

る活力ある社会を実現する。  

(１ )北海道健康増進計画「すこやか北海道

21」のめざす姿に向け札幌圏域での具体

的な取組を定める。  

(２ )健康づくりに携わる関係者の役割分担

を明確化する。  

(３ )経年的に取組状況を把握し、計画の進行

管理を行うとともに関係者で情報共有す

る。  

(４ )市町村及び健康づくり団体や、関係機関

における事業取組状況 (市町村健康増進計

画策定を含む )の促進を図る。  

(５ )住民にわかりやすく圏域の取組状況の

情報を提供する。  

位

置

づ

け 

・健康増進法第８条第１項  

 

・北海道健康増進計画「すこやか北海道 21」

の目標を達成するための行動計画  

目

標 

高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、生活習慣病の予防、社会生活を営むために

必要な機能の維持及び向上等により「健康寿命」 *1の延伸を目指す。また、道民及び圏域

の健やかな暮らしを支える良好な社会環境を構築することにより、「健康格差」*2の縮小の

実現を目指し、道民及び圏域の健康づくりを推進する。  

期

間 

平成 25 年度～平成 34 年度までの 10 年

間、５年目に中間評価  

平成３０年度～平成３４年度の 5 年間  

 

＊ 1健康寿命：健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間  

＊ 2健康格差：地域や社会経済状況の違いによる集団間の健康状態の差  
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３ 北海道健康増進計画の推進体制 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 圏域／健康づくり事業行動計画  

すこやかほっかいどう 10 カ条  

北海道健康づくり協働宣言  

 健康を支える  

 社会環境の整備  

社会生活機能  

の維持向上  

健康に関する  

生活習慣の改善  

保健医療福祉  保健所  

企業・団体  職場・学校  家庭・地域・社会  

市町村  

●道計画に即して、目標達成に向けた行動計画  

●各関係機関、団体の取組を補完、職種間の連携の確保  

●市町村計画の推進、策定支援  

●市町村、医療保険者、学校保健、産業保健、企業、民間との一体的推進  

●地域・職域連携推進協議会等の活用と役割分担  

●医療、医療費適正化、介護保険、がん対策、歯科保健医療計画などとの調和  

●食育、母子保健、精神保健、介護予防、学校保健などとの調和  

●健康づくり関係人材の育成  

北海道健康増進計画  

生活習慣病の  

発症予防と  

重症化予防  

〈健康寿命の延伸〉  

〈健康格差の縮小〉  

道民が健やかで心豊かに  

生活できる活力ある社会  

【個人】  

【社会環境】  

 札幌圏域としては、北海道医療計画札幌圏域地域推進方針や各市町村の健康増

進計画・自殺対策行動計画等と整合性を図りながら、健康づくりの取組を進めて

いくこととします。  


